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埼玉県教育局は，1月 9日に，令和 7年 3

月県内中学校卒業予定者の12月15日現在

の進路希望状況をまとめ発表した。 

卒業予定者には，県内の養護・聾学校等

の特別支援校が含まれる。 

この調査結果から， 

①  志望校調査を実施した埼玉県内の中学

校卒業予定者が昨年度より 189 人減少

し，６万 2548 人（昨年度は６万 2737 人）

となっていた。 

令和 7年度公立高校全日制課程の総募

集校は，１31 校で，募集学級は，887 学

級で 3 学級減，募集人員は，35,480 人

で同 120人の減となっている。   

②  高等学校への進学希望者は 98.6％で

昨年より 0.3％増加した。 

全日制高校への進学希望者は，在籍

の 88.1％でこちらは 0.3％下降した。 

③  県内公立高校・全日制への希望の人

数は，卒業予定者の 63.8％から 63.2％へ

0.6％減少（469人減少）し 3万 9225人へ，

私立高校は 239 人の増加になっていた。

（県内 331人増，県外 92人減） 

調査は，県内国・私立中学校も含まれ，県

内私立中卒業予定者は 3,121人で，前年よ

り 26人減少している。 

④ 公立高校・全日制の志望倍率は，1.12倍と

前年より 0.1 倍下降し，普通科は 0.2 倍上

昇して 1.21倍だった。 

⑤ 普通科の学校ごとでは，川口市立 2.43

倍，市立浦和 2.36倍，市立川越 2.24倍，

上尾2.05倍，浦和南1.85倍、越谷南1.84

倍，浦和西 1.79倍，大宮 1.76倍，越ケ谷

1.72倍，大宮北 1.73倍，川越南 1.62倍，

鳩ケ谷 1.60 倍，志木 1.58 倍，蕨 1.55 倍

などとなっていた。 

  前年 2 校だった２倍を超えた学校は今

年は 4校だった。 

学級増をした草加西は，0.87 倍と 1 倍

を下回り，学級減の川口市立は 2.43 倍，
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越谷東は 0.98倍，鶴ヶ島清風は 0.69倍，

栗橋国際は 0.56倍などとなっている。 

などの傾向が読み取れる。 

⑥ 一方で，普通科で定員に達しない学校は，

37 校（含むコース）あった。前年の 38 校か

ら 1校減少している。 

⑦ 全日制課程で県外への進路希望は国立

132 人，公立 381 人，私立 3,691 人となっ

ていた。 

⑧ 私立高校の前年からの志願者増加では，

西武文理が 210人，以下川越東 77人，狭

山ヶ丘 71人，栄東 53人，聖望学園 47人，

浦和麗明 39 人，武南 38 人などとなり，志

願者の減少では，大宮開成-85 人，西武

台-62 人，秋草学園-45 人，花咲徳栄-40

人などとなっていた。地域ごとの在籍の増

減，募集要件の変更などの要因が大きそう

だ。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県総務部学事課は，1月8日，県内中学

の中間応募状況(1 月 6 日現在)をまとめた。前

年は 4日現在のため出願数は目安となる。 

今年度は，31校で3,704人の募集となって前

年より 4 人減となっている。ただし，内部進学を

除くため，実際の募集人員と異なる。 

募集の増減では，新たに募集開始となった

開智所沢中等教育学校に 240 人の募集に対し

約15,000人の応募があり，前年の 6,873人を大

きく上回っていた。栄東は，12,700 人でほぼ前

年並みとなっていた。 

開智所沢は，1 回の出願で最大 5 回の応募

が出来ること，岩槻開智との併願が可能なこと

などから，出願総数で増減を比較することはで

きないが，応募数が急増したことには間違いが

ないと思われる。 

前年より 2 日遅い集計となったが，総応募者

は76,599人で，前年と比較して16,082人増加し

ていた。 

インターネット出願校の増加があり，1 月 10

日の入試解禁日直前まで出願を受け付ける学

校が多いこと，１回の出願で複数回の受験を可

能としている学校が多いこと，出願受付以前の

学校・受験があることなどで，一概にこの数値だ

けで判断はできない。 

県内の小学校6年生は，前年と比較し120人

減少し 60,127人となり，都内の公立小6年生は，

667人増加し 98,137人となっている。  

２． 埼玉県 私立中学の中間応募状況発表 

資料③ 埼玉県中学入試 中間応募状況(1月 6日現在) 

 

在籍の微減(189 人)でしたが，公立希望者は 469 人減少しています。県内私学は，卒業予
定者が 3,121 人と前年より 36 人減少しましたが，第一志望者は 11,186 人と 331 人増加して
います。高校卒業生の大学進学率の上昇があり，私学に期待する層の増加があるようです。 
県内外私立への希望者は，3,691 人と 92 人減少していました。埼玉県の私学への助成金(父

母負担軽減事業)が県内私学に限定されていることが影響していると考えられます。 
最近数年来の傾向ですが，通信制希望者の増加が目に付きました。 
公立高校の統合再編の準備のため，6 年度入試では，6 校の募集が停止となりましたが，

募集困難校を中心とする廃校によって，行き場を失った生徒たちの新たな進路先としてのこ
の傾向は，今後とも続いていくと思われます。 
一方，進学希望校未定者は，290 人で前年より 81 人減少しています。また，通信制希望

者が前年より 348 増加し，4,170 人となっていました。東京通信大学や ZEN 大学など通信
制の大学の開校，全日制の短期大学の閉校が話題となっていますが時代の変化を感じさせら
れます。 
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また，学習指導要領の改訂や更なる大学入

試改革もあり，首都圏全域の中学入試の受験生

は，増加していると見られ，埼玉は，この影響も

大きいようだ。 

令和 7年度の大学入試改革は新たな局面を

迎え，さらに10年度では更なる改革が予想され

る。社会の変化もあり中学受験は益々活性化し

そうだ。 

 

 

 

 

 

 

 1月 9日，埼玉県教育局は，「今後の県立

高校の在り方」および「再編整備計画」につい

て「魅力ある県立高校づくり」としてまとめた。 

2016年に策定した改革推進計画を，今後

の少子化，社会環境の変化などを勘案し見直

すものとしている。 

10日に教育局のホームページでパブリック

コメントとして発表した。 

miryokuhoushin_an_.pdf 

方針案として 

① 2038年 4月までに県立高校を現在の

131校から 15～19校減少させ 110校程

度にする。 

② 具体的に再編の校名が入った計画は，

２、３年毎に５期に分けて発表する。第一

期は今年中に発表する予定だ。 

③ 計画では，南部・さいたま市・県央地区 

３９校から 35～３７校へ，東部・利根地区

３８校から 31～33校へ，南西部・川越・

比企・西部地区３８校から 30～３２校へ，

北部・秩父地区１６校から 13～15校へと

なる。尚、男女別学校が対象となれば，

その時点で共学化を検討する。 

④ 中高一貫教育校も検討の対象とする。 

⑤ 普通教育の中で探求的な学びを重点的

に実施する学科，一つの高校に複数の

専門学科を設置すること，普通科と専門

学科の並置などを進める。また，海外の

大学進学に対応できる国際教育プログ

ラムを持つ学科や，学校や自宅で柔軟

に学べる学科等を検討する。 

などとしている。 

 少子化については，昨年の公立中学卒

業生が約 59,000人で 38年 3月には約

44,000人となり 25％減少することを指して

いる。 

 

 

 

 

 

東京都教育庁は，１月 8日に中学校長会が

実施した，令和 7年 3月都内公立中学校の卒

業予定者の都立高校への進路希望状況を発

表した。都内公立中学校卒業生予定者は，昨

年度の 78,108人より 252人減少し 77,856人

になった。 

一方，都立高校の定員は，全日制で 8学級

320人の定員減を行っている。定員総計は

40,315人となり，公私間協定における合意人

数 40,800人を下回っていた。 

令和 6年度から協定比率の基となる計画進

学率を 94％から 93％にしたことによって，公立

高校の定員が概ね 300人減少している。 

6年度入試から，男女合同選抜が実施され

たため，コースを含む普通科の志願者は，

33,157人，倍率は 1.32倍となった。前年の

４． 東京都 中学校長会の進路希望調査から 

資料⑤ 東京都 令和 7年３月中学卒業予定者の進路希望調査の概要 

 

３． 埼玉県 県立高校の再編整備計画 パブリックコメントに 

資料④ パブリックコメントから抜粋 第 4章 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/260023/miryokuhoushin_an_.pdf
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36,281人志願倍率は， 1.32倍とであり，志望

倍率は変わらなかった。 

前年は，全日制の進路未定者が 369人だ

ったが，今年度は 261人と減少しており，コロ

ナ禍の5類移行に伴い志望校の選択は，比較

的に順調であったことが窺える。 

都立全日制の志願者は，卒業予定数 252

人減少の中で 3,711人減少しており，都立の

募集定員の減と私学への助成金の大幅な増

加を受けて私学志向が予想される。 

都立・普通科(全日制)の倍率は，普通科倍

率は，ほぼ前年並みとなりそうだ。しかし,専門

学科への志願者は 1割程度減少すると見られ

る。 

都立不合格見込みは前年の 9,670人から

大幅に減少し，5,960人前後となると見られる。

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

阿部文部科学大臣は，12 月 25 日小・中・高

等学校の学習指導要領の改訂を中央教育審議

会に諮問した。およそ 10 年毎の改訂に向けた

審議が開始される。 

現行の学習指導要領は，と令和 2 年に小学

校，3 年に中学校，4 年に高等学校で全面的に

施行され，「主体的・対話的で深い学び」を重視

し，授業を生徒主体に変える(アクティブラーニ

ング)などを求めている。また，小・中・高校の評

定の基となる「観点別評価」を全て「知識・技

能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に

取り組む態度」の 3つに整理している。 

諮問内容は，およそ 2年間審議され，令和 8

年度中に答申され，移行期間を経て令和 12年

度以降に逐次施行される見込みとなる。 

諮問の骨子は， 

①デジタル技術が発達する一方で負の側面が

顕在化しており，自分と似た情報にばかり振れ

る検証を踏まえ情報教育の充実について検討

する。 

②学校の裁量の拡大。授業時数は増やさない

が，小学校では1授業時間45分を40分にして，

余白の時間を活用する。 

 などとなっている。 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

都内公立中学校在籍者の都立希望者（全日制）は，66.97％で，前年の 71.98％，一昨年の
71.60%から一気に減少する見込みとなっています。人数では 3,711 人の減少です。都立高校
は，8 学級 320 人の定員減をしていますので，4,000 人程度は前年より都立不合格者が増加
することになります。このまま都立希望者が全員受験をすると，全日制全体では 5,960 人前
後の不合格者が出ることになります。 

都立志向の変化に伴い，私立歩留まりは，大幅に低下することになるかもしれません。 

 

現行の指導要領の際のような大きな変化は感じられませんが，教員の勤務環境が厳しくなっている

ことや，不登校児童の増加，自立的に学ぶ生徒が少ないことなどを踏まえてとされています。 

教員の希望者の減少などが前提にあると思います。 

また，諮問された内容は「初等中等教育のにおける教育課程の基準等の在り方について」となって

いました。 

現行の学習指導要領が完成期を迎えた時期に，早くも次期学習指導要領の論議が開始されます。現

場の先生方が振り回されることが予想されます。 

 

 

５． 文部科学大臣 中教審への 学習指導要領改訂への諮問 

     資料⑥ 初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について 
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 12月18日，千葉県教育庁は，高校入試の改善

を発表した。 

① 令和8年度入試から，配慮の必要な生徒の

心理的な負担にならないよう調査書の記載項

目を精選する とされ，総合的な学習の時間，

出欠の記録，行動の記録，総合所見などが対

象となる。 

 また，7年度入試に於いても不登校経験がある

生徒について，出席の状況のみをもって不利益

な取り扱いをしないこととしている。 

 また，欠席が多い理由について，自己申告書を

提出できることとしている。 

②  令和9年度入試から，学力検査「国語」の放

送による聞き取り検査を廃止する。 

 「放送による聞き取り検査」に代わり、話し合

いの場面等を設定した文章による出題とする

ことで、「話すこと・聞くこと」の領域に関する

資質・能力を複数の問題から、見取ることが

できるようにする。 

とされている。 
  

 

 

 

 

 

閑話休題 

新年明けましておめでとうございます。 

前年は能登地方の大地震や航空機事故と不穏な年明けとなりましたが，今年度は日本海側の大雪による雪害がマ

スコミ報道を賑わわせています。関東では，晴天続きの穏やかな年越しとなりました。 

令和 7 年度入試が迫っております。インフルエンザが猛威を振るっていますそんな中で，埼玉県内の中学入試が

スタートしました。間もなく 5回目の大学入学共通テストが開始されます。新課程による新たな教科を含む初めての共

通テストになります。 

高校受験では，東京・埼玉で受験生の進路希望調査の結果が発表されています。都県とも在籍の減少だけではな

い同校の変化で，公立希望者が減少し，通信制志向の高さを感じさせる結果となっていました。 

埼玉では，令和 9 年度からの公立高校の入試改革によって，調査書から出欠の記録，諸活動の記録が削除されま

すが，千葉県では，8 年度から，更に総合的な学習の記録が無くなります。東京都や神奈川県では，既に出欠の記録

はなくなっていました。部活動の地域委嘱，中体連の大会の 3 年後からの縮小，保健室やデイサービスへの参加の

出席扱いなどを受けて，現行の調査書の情報の担保が難しくなったためと思われます。通知表はどうなるのか，学習

指導要録は変更するのか? この問題については，令和 12 年ころに施行される次代の学習指導要領にて解決される

ことになりそうです。 

先生方のご健勝を心より念じております。本年も精一杯頑張ってまいりますので，何とぞ宜しく御願い申し上げま

す。 

６． 千葉県 高校入試の改善を発表 
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資料① 

埼玉県 令和６年３月中学校卒業予定者の進路希望調査 １２月１５日現在 

 



 

 7 

資料② 
令和６年１２月１５日現在中学３年生の進路希望調査 

・令和６年１２月１５日現在の県内私立高校への進学希望者の前年度(１２月１５日)との比較です。 

・国私立の中学も調査対象です。 
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資料③ 

埼玉県総務部学事課 
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資料④ 

県立高校の再編整備  

１ 基本的な考え方  

県教育委員会は、平成３０年（２０１８年）４月に策定した「魅力ある県立高校づくり実施方策策定

に向けて（再編整備の進め方）」 により再編整備を進めており、県立高校の設置数は、平成３０年（２

０１８年）４月の１３９校が、令和８年（２０２６年）４月に １３１校となる予定です。  

令和８年度（２０２６年度）以降、公立中学校等卒業者数は、更に減少することが見込まれ、１３１

校のまま高校数を維持した場 合、全県的に一定の学校規模（注）を維持することが困難な高校が増加

し、そのような高校では、設置学級数が減ることで、生徒が学ぶ ことのできる教科・科目や、部活動

等の教科以外の活動の選択肢が減ってしまうことが懸念されます。  

生徒の希望によって多様な教科・科目の選択ができるようにするなど、多様な教育ニーズに応えてい

くためには、地域の状況等を 踏まえながら一定の学校規模（注）の維持に努めることが必要です。 

また、産業構造の変化やグローバル化など、高校教育を取り巻く状況は大きく変化しており、一人一

人の能力と希望に応じて、生 徒の持つ可能性を伸ばしていくためには、社会の変化を踏まえて高校の

特色化や活性化を図ることが必要です。 今後、更に生徒数が減少していく中で、一定の学校規模（注）

の維持に努めるとともに、高校の特色化や活性化を図っていくため、学 科改編や学校の統合など再編

整備に取り組んでいきます。  

再編整備の対象となる学科・学校、新しく設置する学科・学校の特色等については、全県を俯瞰ふか

ん しながら、以下の「再編整備の観 点」を踏まえ総合的に検討した上で、今後、県教育委員会が「実

施方策」を示すこととします。 

 ＜再編整備の観点＞  

・ 各県立高校の生徒数の現状と周辺の公立中学校等卒業者数の見込み  

・ 学科などの教育内容  

・ 周辺の高校の設置状況や交通の利便性、通学の状況 

（注） 学校規模（全日制課程）については、生徒の興味・関心や多様な進路選択に対応できる教科・科目の開設、学校

行事の充実等の観点から、１学年当 たり６学級以上が望ましいと考えています。 

 

２ 中学校等卒業者数の見込みと今後の県立高校数  

公立中学校等卒業者数は、令和６年（２０２４年）３月から令和２０年（２０３８年）３月までの

１４年間で、約５８,９００人か ら約４４,１００人へ約１４,８００人減少することが見込まれます。  

地域別では、南部・さいたま・県央地域は、約２１,２００人から約１７,９００人へ約３,３００人の

減少、南西部・川越比企・西 部地域は、約１８，０００人から約１２，８００人へ約５，２００人の

減少、東部・利根地域は、約１４，６００人から約１０，３００ 人へ約４，３００人の減少、北部・

秩父地域は、約４，９００人から約３，０００人へ約１，９００人の減少が見込まれます。 

今後の県立高校数については、一定の学校規模を維持することを考慮しながら、県全体や地域別の

公立中学校等卒業者数の減少の 状況や高校数を踏まえると、令和２０年（２０３８年）４月を目途に、

県立高校１３１校（注１）を１１６～１１２校（△１５～１９校） 程度とすることが必要と考えてい

ます。  

地域別には、南部・さいたま・県央地域では３９校を３７～３５校（△２～４校）、南西部・川越比

企・西部地域では３８校を３２～ ３０校（△６～８校）、東部・利根地域では３８校を３３～３１校（△

５～７校）、北部・秩父地域では１６校を１５～１３校（△１～ ３校）とすることを検討していきます。 



 

 12 

なお、再編整備の対象となる学科・学校、新しく設置する学科・学校の特色等を示す「実施方策」

については、公立中学校等卒業者 数の減少の状況や実施校数の平準化を図る観点から、５期程度に分

けて示すこととします。 

３ 設置を検討する特色ある学科・学校  

⑴  普通教育を主とする学科＊及び専門学科＊ 普通教育を主とする学科＊については、生徒の興味・

関心を高められる特色ある科目を設定した、従来の普通科とは異なる新しい 学科の設置を検討しま

す。 

新しい学科については、地域との連携の中で、環境問題や地域の課題を題材に、探究的な学び＊

を重点的に行う科目を設定する学 科などの設置を検討します。  

専門学科＊については、産業構造の変化やデジタル社会の進展などの社会の変化に対応した学科

の設置を検討します。 具体的には、ロボットや航空機など先端技術を活用したものづくりを学ぶ学

科や、都市デザインやインフラ整備など街づくりに 必要な専門的な知識や技術について学ぶ学科な

ど、科目を横断的に学ぶ学科の設置を検討します。  

また、情報社会の中でデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）＊を推進することのできる人

材の育成に向け、データやデジタ ル技術の活用などに必要な専門的な知識や技術を学ぶ学科の設置

を検討します。  

⑵  普通科と専門学科＊及び専門学科同士の併設、総合学科＊ 

 生徒の興味・関心や社会の変化に対応するために、異なる学科や他分野と連携した学びを提供でき

るよう、普通科と専門学科や、 農業、工業、商業など異なる分野の専門学科＊の併設を検討します。  

また、将来の職業や生き方を、自分の興味・関心のある分野の学びを踏まえて考えることができる

よう、農業、工業、商業など特 色ある学びができる教科の充実した総合学科の設置を検討します。 

⑶  高い語学力や思考力を育む、国際教育プログラム＊を導入した学科  

高い語学力や思考力を育成でき、海外大学への留学や進学希望にも対応できる国際教育プログラム

＊を導入した学科の設置を検討 します。  

また、設置校で得られる知見を生かして、海外大学等への進学を希望する全ての県立高校生の相談・

支援を行うことを検討しま す。 

⑷  柔軟な学び方を実現する高校  

スポーツや文化活動など学校外での活動に特に力を入れている生徒や不登校経験のある生徒などが、

自らの希望や状況に応じて 学べる課程の設置を検討します。 具体的には、学校で学ぶ時間を選べ

る昼夜開講の課程と、自宅で学ぶことを中心とする課程を併設し、課程の変更を柔軟に行う ことが

できる昼夜開講定時制・通信制の高校の設置を検討します。  

⑸  中高一貫教育校  

中高一貫教育校は、部活動や学校行事など様々な場面で幅広い年齢の生徒が互いに関わり合いなが

ら学校生活を送ることができ るとともに、６年間の継続性のある学びやゆとりを生かした教育課程

が編成できるという特長があります。 今後の児童生徒数や近隣中学校への影響などを考慮しながら、

中高一貫教育校の設置を検討します。 
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資料⑤ 
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資料⑥ 

初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について 
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